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　令和５年度の宅地建物取引士資格試験の受付が、令和５年７月３日から７月３１日（インター

ネットによる受付は７月３日から７月１９日）までの間行われました。

　岐阜県においては、受験申込者数が２，８８５名と前年度の申込者数２，７１１名より１７４

名、対前年度比６．４％増加しました。（一般受験者２，４９２名、登録講習修了者３９３名）

　同試験の実施機関である（一財）不動産適正取引推進機構による受付状況（速報値）では、受験

申込者総数は、２８万９，０９６名で、前年度の申込者総数２８万３，８５６名より５，２４０名、対

前年度比１．８％増加しました。申込者の内訳は、一般受験者が２３万３，８６７名、登録講習

修了者が５万５，２２９名で、一般受験者が、前年度より２，８６２名の増加、登録講習修了者が２，

３７８名の増加となりました。

一　般
申込者

講　習
修了者

計

岐阜県

全　国

2,492
233,867

393
55,229

2,885
289,096

2,330
231,005

381
52,851

2,711
283,856

174
5,240

6.4
1.8

1,691
166,685

1,194
122,411

増　減
増減率
　 （％）

ネット

受付区分別対前年度比令和５年度
一　般
申込者

講　習
修了者

計

令和４年度

郵　送

令和５年度宅建試験受付状況（速報値）

　着工戸数の季節調整済年率換算値は、同

5.9％減の81万1千戸となり、先月の増加から

再び減少となりました。

　持ち家では、民間資金分が同12.1％減の1

万8,561戸と18カ月連続の減少、公的資金分

でも同15.6％減の1,764戸と20カ月連続の減

少となったため、全体でも減少となりました。

　貸家では、民間資金分が同0.0％減の2万

7,894戸と先月の増加から再び減少、公的資

金分でも同7.4％減の2,218戸と5カ月ぶりの

減少となったため、全体でも減少となりまし

た。

　分譲住宅では、マンションが同7.2％増の

8,422戸2カ月連続の増加となったものの、戸

建て住宅が同8.5％減の1万1,606戸と8カ月連

続の減少となったため、全体でも減少となり

ました。

　岐阜県の利用関係別着工戸数をみると、持

６月新設住宅着工６月新設住宅着工
　国土交通省がまとめた6月の新設住宅着工戸数は、持ち家が前年同月比12.4％減の2万325戸と

19カ月連続の減少、貸家が同0.6％減の3万112戸と先月の増加から再び減少、分譲住宅でも同

2.9％減の2万84戸と先月の増加から再び減少となったため、6月の新設住宅着工戸数全体では、

同4.8％減の7万1,015戸と先月の増加から再び減少となり、着工床面積でも、同5.1％減の572

万2千㎡と5カ月連続の減少となりました。
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ち家が同19.5％減の422戸と4カ月連続の減

少、貸家が同34.7％減の173戸と3カ月連続の

減少、分譲住宅でも同25.9％減の140戸と2カ

月ぶりの減少となったため、岐阜県全体では、

同24.8％減の735戸と3カ月連続の減少となり

ました。

　三大都市圏をみると、首都圏では、貸家が

同5.2％増の1万1,241戸と増加となったもの

の、持ち家が同12.6％減の4,292戸、分譲住

宅でも同15.3％減の7,704戸と減少となった

ため、首都圏全体では同6.1％減の2万3,320

戸となりました。

　中部圏では、分譲住宅が同3.6％増の2,177

戸と増加となったものの、持ち家が同10.5％

減の2,973戸、貸家でも同13.9％減の2,865

戸と減少となったため、中部圏全体では同

8.0％減の8,070戸となりました。

　近畿圏では、分譲住宅が同5.3％増の3,306

戸と増加となったものの、持ち家が同17.3％

減の2,509戸、貸家でも同11.4％減の4,826

戸と減少となったため、近畿圏全体では同

8.4％減の1万705戸となりました。

　建築工法別では、戸建て系商品を中心とす

るプレハブの分譲住宅が同0.0％増の386戸と

増加となったものの、持ち家が同14.9％減の

2,798戸、貸家でも同11.7％減の6,256戸と

減少となったため、全体では、同12.3％減の

9,476戸と先月の増加から再び減少となりま

した。

　2×4では、持ち家が同3.7％減の2,508戸、

貸家が同7.7％減の4,260戸、分譲住宅でも同

10.3％減の813戸と減少となったため、全体

では、同6.8％減の7,590戸と先月の増加から

再び減少となりました。 

infomation インフォメーション

　本会では、各務原市と令和５年９月１日付で、「各務原市市有地売却の媒介業務に関する協定」

を再締結しました。（媒介依頼期間：令和５年１２月２８日まで）

「各務原市市有地売却の媒介業務に関する協定」を締結

市有地売却の媒介依頼について

　公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会と各務原市は、「各務原市市有地売却の媒介に関する協定
（以下「協定書」という。）」を締結し、同協会の会員の皆様（以下「会員」という。）に、以下の内容で
媒介をお願いしています。

１．媒介依頼対象物件
　下記に掲載のとおり。
各物件内容については、関係機関に問い合わせる等、各自で調査をお願いします。なお、物件調書、
明細図、位置図等を、各務原市管財課において用意していますので、必要なものは配布いたします。
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２．媒介依頼期間

　令和５年１２月２８日まで

３．媒介依頼の対象外

　土地の購入希望者（以下「購入希望者」という。）が会員の場合は、媒介依頼の対象となりません

のでご注意ください。会員へ売却する場合は、市と会員との間で個別に先着順にて契約することに

なります。

４．手続き等

　媒介をしようとする会員は、購入希望者からの申込みを受け付け、下記必要書類を各務原市企画

総務部管財課までご持参願います。先着順の受付となりますので、既に申込済みとなっている場合

はご容赦願います。物件が残っているかの確認は電話でお問い合わせいただけますが、その際に申

込予約はできません。

　 ・提出 ・問い合わせ先

各務原市那加桜町一丁目６９番地

　各務原市役所企画総務部管財課　０５８－３８３－１４６７

　 ・提出書類

市有地売払申込書（協定書　様式第３号）

誓約書（令和５年度第１回各務原市先着順による市有地売払実施要領　様式１）

市有地売却の媒介に関する契約書（協定書　様式第２号）

媒介契約書（購入希望者と会員間）の写し

その他必要書類

※　後日、購入希望者の印鑑証明書及び身分証明書等を提出していただきます。

５．媒介報酬基準

　媒介報酬は、市有地の売却価格に１，０００分の３０を乗じた金額とします。但し、合計額に千

円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとします。また、市有地購入者には、一

切の報酬を請求できないものとします。

※　消費税及び地方消費税の課税業者にあっては、消費税額及び地方消費税額を加算するものと

し、免税業者にあっては、当該媒介における仕入れに係る消費税額及び地方消費税額の合計額に

相当する額を加算するものとします。

６．媒介報酬の支払時期

　購入者から、市に売買代金が全額納入され、所有権移転登記が完了した後、会員からの請求に基

づき媒介報酬を支払うものとします。

＜売払い物件一覧＞

１

２

各務原市小佐野町５－２３４－２

各務原市那加昭南町９６－１、９６－３

雑　種　地

宅　　　地

349.11

151.94

所　　在　　地物  件
番  号

登　記
地　目

予 定 価 格
（円）

実測地積
（㎡）

1,191,000

5,414,533
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　業者自らが売主となる宅地または建物の売買で、
次の場合は、手付金等の保全が義務付けられています。

１．完成物件の場合の保全措置（業法第４１条の２）
　●手付金等保管制度の対象となる取引は
　　宅地建物取引業法第４１条の２に定められているように、宅建業者が自ら売主となり、買主である一
般消費者に完成物件を売却する場合、買主への所有権移転登記、または買主が所有権の登記をするまで
の間に、売主業者が受け取る金員の合計が、売買代金の１０％または１，０００万円を超えるときには、
手付金等の保全措置を講じなければなりません。完成物件については、保証協会においても保全措置を
講じることができます（未完成物件については、下記２．のとおり）。その制度が手付金等保管制度です。
　●手付金等保管制度は、以下のものを対象としています。
　　①　保証協会会員が売主となる宅地または建物の売買に関して受領する金員であること
　　②　申込証拠金、契約金、手付金、内金、中間金その他の名称を問わず、代金に充当するものとして
　　　受領する金員であること
　　③　取引物件の引渡しおよび所有権移転登記前に受領する金員であること
　　④　受領しようとする金員の合計額（すでに受領した金員があるときは、その額を加えた合計額）が、
　　　売買代金の１０％または１，０００万円を超える額であること
　●手付金等保管制度の仕組みは
　　手付金等は、この制度により保証協会が売主に代わって受け取り、物件の引渡しと所有権移転登記手
続き（登記が必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む）が済むまで保管します。
　●手付金等はどうなる
　　引渡しと所有権移転登記手続きが完了したら、売主は保証協会へ手付金等の返還請求をしていただく
ことになります。買主においては、万一の場合、売主の持つ寄託金返還請求権に質権が設定されていま
すので、その質権を実行することにより手付金等を取り戻すことができます。
　●保管料
　　保管料はかかりません。
　●申込方法
　　この手付金等保管制度を利用する場合は、岐阜本部より手付金等保管制度書式ファイルを取り寄せて
ください。
　　その他の手付金等保管制度に係わる詳細については、手付金等保管事業マニュアルに記載されていま
す。同マニュアルは、岐阜本部にございますので、ご希望の方はご連絡ください。
　●業務フロー
　　(1) 売主が岐阜本部から手付金等保管制度書式ファイルを取り寄せる
　　(2) 売主、買主は、書式ファイルへの記入と各手続きを行う
　　(3) 買主より保証協会へ手付金等を送金
　　(4) 保証協会が買主に手付金保管証明書を発行
　　(5) 物件の引渡しと所有権移転登記を行う
　　(6) 買主から売主に手付金等返還請求に係る必要書類を渡す
　　(7) 売主は保証協会へ手付金等の返還請求を行う
　　(8) 保証協会から売主に手付金等を返還

２．未完成物件の場合の保全措置(業法第４１条)
　　宅地建物取引業法第４１条に定められているように、宅建業者が自ら売主となり、買主である一般消
費者に未完成物件を売却する場合、買主への所有権移転登記、または買主が所有権の登記をするまでの
間に、売主業者が受け取る金員の合計が、売買代金の５％または１，０００万円を超えるときには、手
付金等の保全措置を講じなければなりません。
　　取扱機関は、銀行、信託会社、その他政令で定める金融機関、国土交通大臣が指定する者、または保
険事業者となっています。
　　この制度の利用には、保証料、保険料が掛かります。

全宅保証「手付金等保管制度」のお知らせ
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手付金保証制度は、宅地建物取引業法上義務付けられているものではなく、
全宅保証独自のシステムです。

１．手付金保証制度の概要
　手付金保証制度は、流通機構に登録している媒介物件に関して、売主が手付金を使い込んだり、担保
権を抹消できなくなったなどの事故により、手付金が買主に返還できなくなったときに保証協会が保証
する制度で、会員の営業戦略の一環として利用されており、任意的なものです。
　保証の限度額は、手付金の元本のみで１，０００万円または売買代金の２０％に相当する額のうち、
いずれか低い方の額を限度として取り扱われることになります。
　この制度の利用には保証料はかかりません。

２．申込方法
　この手付金保証制度を利用する場合は、岐阜本部より申込書（手付金保証付証明書交付申請書・確約
書）を取り寄せてください。申し込みに必要な書類が揃いましたら、岐阜本部に郵送または持参してく
ださい。
　その他の手付金保証制度に係わる詳細については、手付金保証業務マニュアルに記載されています。
同マニュアルは、岐阜本部にございますので、ご希望の方はご連絡ください。

３．利用条件
　利用できる物件の主な条件は、以下のとおりです。
(1) 流通機構に登録されている媒介物件であること
(2) 建物または６６０㎡以下の宅地（登記簿上の地目が宅地）であること
(3) 物件に設定されている抵当権の額もしくは根抵当権の極度額またはその合計額が売買価格を上回っ
　ていないこと
(4) 物件に所有権の移転を妨げる差押登記または仮差押登記が設定されていないこと
(5) 全宅保証の会員業者が、客付けした取引であること
(6) 売主、買主とも宅建業者およびその役員以外の者であること
(7) 宅建業者が売主の代理となっていないこと
(8) 売主と登記名義人および売主と抵当権等の債務者が同一であること。ただし、相続等により同一で
　ない場合は、それを証する書類があること

４．業務フロー
(1) 客付け会員は、売買契約の見込みが付いたら「手付金保証付証明書交付申請書・確約書」を岐阜本部
　より取り寄せ、売買契約締結後、次の書類を添えて申請します。
　　①　手付金保証付証明書交付申請書・確約書
　　②　売買契約書の写し
　　③　手付金領収書の写し
　　④　登記簿謄本の写し
　　⑤　郵便切手（必要分）
　　⑥　その他地方本部が必要とする書類
(2) 保証協会において審査し、該当するものについては、買主に「手付金保証付証明書」を交付します。

全宅保証「手付金保証制度」のお知らせ

手付金等保管制度・手付金保証制度に関する問い合わせ先】
　(公社)全国宅地建物取引業保証協会岐阜本部
　　　ＴＥＬ　０５８－２７５－１１９９
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【設例】　Ａ（被相続人）は、合計２０００万円の土地建物と預金１０００万円を遺して死亡した。

妻Ｘは、Ａと共にその建物において居住してきたが、長男Ｙは別に１人暮らしをしている。

　　　　Ｘの悩みとしては、このまま住み続けたいが、土地建物を取得したら、Ｙには５００万円

の代償金を払わされる　▷そんなお金はないし、それよりも老後の資金が要る　▷預金を

もらうといえば、Ｙは建物から出て行けといい出しかねないなどといったところにありま

す。

　　　　その解決策の一つとして、民法の規定に配偶者居住権制度が導入され（２０２０．４．

１施行）、配偶者の保護が図られています。

　　　　権利成立の要件は、①被相続人の配偶者であること、②相続開始時に遺産となる建物に居

住していたこと、③協議・調停等遺産分割の結果配偶者居住権を取得することになります。

　　　　権利の内容は、建物の全部につき、別段の定めがない限り、終身の間無償で使用収益す

ることであり、必要な修繕も行うことができます（但し、建物所有者に対しては遅滞なく

その旨の通知を要する）。それだけではなく、権利設定の登記も認められており、登記を得

た場合は、建物の占有を侵害する第三者に対しても、妨害排除等の権利を主張できます。

　　　　他方、居住権を持つ配偶者は、建物を従前の用法に従って使用収益をしなければならず、

権利の譲渡や無断での増改築は禁止されます。これらの義務違反があり、かつ、建物所有

者からの勧告にも従わないときは、その意思表示でもって権利を消滅させられることがあ

ります。

　　　　配偶者居住権は、民法の改正により創設されたものであり、既存の使用貸借に比べ権利

性が強くなっているので、今後いくつかの問題が出てくるかと思われます。

　　　　その一つが、評価の問題です。相続税法には規定がない、賃貸借の〇％と扱える性質の

ものかどうか、他に制度化された配偶者短期居住権と対比も欠かせないなどの検討を必要

としています。

　　　　今しばらくは事例の集積を待つことになりそうです。

顧問弁護士 浦 田 益 之

配偶者居住権

第４回 Learn through Legal thinking
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不動産取引
判例集

不動産取引
判例集

不動産取引
判例集

判例集

【事案の概要】　　　

　Ｘは、個室付きのリラクゼーションクラブを営むため、平成15年10月、９階建てビルの５階（本

件貸室）をＹより借り受け、916万円の保証金を差し入れた。

　本件貸室は、元々事務所仕様であったところ、Ｘが賃借する前の賃借人が漫画喫茶を営むために

内装工事を施し、Ｘはその内装設備を居抜きで借り受けたものであった。

　ＸとＹの賃貸借契約書の原状回復義務に関する本件条項は、次のように定められていた。

　「本件貸室を返還する場合、Ｘは自己の負担で施した内装、設備を撤去して本件貸室を原状に復し、

Ｘ所有の一切の物品を建物外に搬出しなければならない」

　平成27年４月、ＸはＹに解約通知書を交付して同年10月に本件賃貸借契約は終了した。

　Ｘは、本件貸室を明け渡すに当たり、本件店舗の内装が特殊なものであったため、Ｙの指示により、

店舗の内装設備を撤去してスケルトン状態にする工事を行った。

　本件貸室の明渡し確認後、Ｙは、元々の事務所仕様の内装等に復する工事を行い、Ｘに対し、保証

金精算書を送付して、本件保証金916万円から約定の解約料169万円余及び上記工事費用600万円

余を充当し、その残額146万円余のみ返還する旨を通知した。

　しかし、Ｘは、Ｙが差し引いた工事費用はＸが負担すべき原状回復義務の範囲を超えるもので許さ

れないなどとして、Ｙに対して保証金から約定の解約料のみを控除した746万円余の支払いを求め

て提訴した。

【判決の要旨】

　裁判所は、次のように判示して、Ｘの請求を一部認容した。

（原状回復義務の範囲）

　本件貸室は、元々、事務所仕様の内装等が施され、事務所として賃貸されていたが、Ｘが賃借す

る前の賃借人が本件貸室で漫画喫茶を営むためにＹから本件貸室を賃借した際、その返還時にはこ

れを事務所仕様の内装等に復することを条件に、個室を設置するなどの内装設備を施し、当該店舗

を営んでいたものと認められる。

　また、その後、Ｘが、個室付きのリラクゼーションクラブを営むため、前賃借人から上記店舗の

内装設備を引き継いで本件貸室の賃借権を譲り受けた際、Ｙは、新賃借人のＸにおいて本件貸室の

返還時には当該店舗の内装設備を撤去した上で事務所仕様の内装等に復することを条件として、居

抜きによる賃借権の譲渡を承諾した上で、改めてＸとの間で本件賃貸借を締結したものと認められ

る。

　このことから、Ｘは、本来、本件賃貸借の終了時には、原状回復義務として、上記店舗の内装設

備を撤去するにとどまらず、本件貸室を事務所仕様の内装等に復した上で返還すべき義務があると

いうべきであり、本件条項において、「Ｘが自己の負担で自ら施設した内装設備を撤去して本件貸

室を原状に復しなければならない」と規定しているのは、こうした趣旨によるものと解するのが相

当である。

　Ｘは、Ｙとの間で本件貸室の原状回復工事の内容について打ち合わせを重ねた結果、Ｘにおいて店

舗の内装設備を撤去して本件貸室をスケルトンの状態で明け渡すことをもって、原状回復義務の履

行とすることを合意したと主張するが、証拠及び弁論の全趣旨によれば、事務所仕様の内装等に復

する工事については当初から本件保証金の範囲でＹ自ら行うことを前提として、Ｘに対しスケルト

ンの状態として明け渡すよう要請していたものとみられ、事務所仕様の内装等に復する義務まで免

除する意思があったものと認めることはできず、当事者間で、本来Ｘが負担していた原状回復義務

の範囲を変更する合意が成立したということはできない。

　以上によれば、Ｘは、本件賃貸借の終了に基づく原状回復義務として、本件貸室について、店舗

部分の内装設備を撤去するのみならず、Ｙが本件前賃借人に賃貸した時点の原状である事務所仕様

の内装等に復する義務を負っていたものと解するのが相当である。

（原状回復費用相当額）

　本件貸室の原状回復として、Ｘにおいてスケルトン工事を実施した後、Ｙが他の業者に事務所仕様

の内装等の工事を実施させた場合の工事費用の相当額については、当裁判所において、一級建築士

の鑑定人により鑑定を実施した結果、459万円余と評価されている。

　もっとも、本件貸室を事務所仕様の内装等に復するために室内全体を完全にスケルトンの状態と

する必要まではなかったと認められ、その費用負担は、本来要する原状回復費用と比べて過大なも

のとなるから、かかる過分の費用を50万円と認め、これを控除する。

（結論）

　以上によれば、Ｙは、本件保証金916万円について、Ｘに対し、同額から約定の解約料169万円余

及び上記原状回復費用相当額409万円余を控除した残額336万円余の限度で返還すべき義務を負

う。

　事務所を改装した店舗を、居抜きの状態で賃借した借主の原状

回復義務の範囲について、スケルトン状態までか、あるいは事務

所の状態までかが争いになった事案において、証拠等により、貸

主は、借主が退去の際には事務所の状態に復することを条件に、

前借主から借主への居抜きによる賃借権の譲渡を承諾したものと

して、借主に事務所仕様の内装までの原状回復義務を認めた事例。

（東京地裁 平成30年８月８日判決 一部認容）
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室を原状に復しなければならない」と規定しているのは、こうした趣旨によるものと解するのが相

当である。

　Ｘは、Ｙとの間で本件貸室の原状回復工事の内容について打ち合わせを重ねた結果、Ｘにおいて店

舗の内装設備を撤去して本件貸室をスケルトンの状態で明け渡すことをもって、原状回復義務の履

行とすることを合意したと主張するが、証拠及び弁論の全趣旨によれば、事務所仕様の内装等に復

する工事については当初から本件保証金の範囲でＹ自ら行うことを前提として、Ｘに対しスケルト

ンの状態として明け渡すよう要請していたものとみられ、事務所仕様の内装等に復する義務まで免

除する意思があったものと認めることはできず、当事者間で、本来Ｘが負担していた原状回復義務

の範囲を変更する合意が成立したということはできない。

　以上によれば、Ｘは、本件賃貸借の終了に基づく原状回復義務として、本件貸室について、店舗

部分の内装設備を撤去するのみならず、Ｙが本件前賃借人に賃貸した時点の原状である事務所仕様

の内装等に復する義務を負っていたものと解するのが相当である。

（原状回復費用相当額）

　本件貸室の原状回復として、Ｘにおいてスケルトン工事を実施した後、Ｙが他の業者に事務所仕様

の内装等の工事を実施させた場合の工事費用の相当額については、当裁判所において、一級建築士

の鑑定人により鑑定を実施した結果、459万円余と評価されている。

　もっとも、本件貸室を事務所仕様の内装等に復するために室内全体を完全にスケルトンの状態と

する必要まではなかったと認められ、その費用負担は、本来要する原状回復費用と比べて過大なも

のとなるから、かかる過分の費用を50万円と認め、これを控除する。

（結論）

　以上によれば、Ｙは、本件保証金916万円について、Ｘに対し、同額から約定の解約料169万円余

及び上記原状回復費用相当額409万円余を控除した残額336万円余の限度で返還すべき義務を負

う。

【まとめ】

免許更新の手続きはお早めに！！

　免許更新の手続きは、有効期間満了日の９０日前から３０日前までの間に申請して下さい。

　免許更新手続きを忘れて免許が失効しますと、宅建業を営むことができなくなりますのでご

注意下さい。

（一財）不動産適正取引推進機構「RETIO」より抜粋

　本件は、居抜き物件における原状回復義務について、賃貸借契約書には「内装、設備を撤去
して本件貸室を原状に復し」とだけ記載されていたため、復すべき「原状」の内容を巡って紛
争となった事案である。
　本判決では、賃貸借契約を巡る経緯等を踏まえ、借主には事務所仕様の内装等に復する義務
があると認定しているが、紛争予防の観点からは、契約の段階で回復する原状について具体的
に合意し、文書の形で残しておくことが重要である。
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８月１０日
・岐阜県空家等対策協議会
　岐阜市：山本会長、大橋事務局長出席
８月１５日
・宅建ぎふVol.５６０発行
８月２４日
・弁護士相談
・宅建システムWeb説明会
　吉益職員出席
８月２５日

・第４回法定講習会
８月２８日
・宅建試験事務説明会
　磯西・吉益・岡戸職員出席
８月２９日
・ハトサポＢＢ等に関する役職員説明会
　大橋事務局長、磯西・吉益・岡戸職員出席
８月３０日
・賃貸不動産経営管理士講習

岐阜中支部
８月２日
　巡回調査員説明会
８月８日
　巡回相談(岐阜市役所)

岐阜南支部
８月２日
　巡回相談(各務原市役所)
８月２２日
　巡回相談(岐阜市役所)
８月２９日
　第１回正副支部長会議

岐阜北支部

８月１日
　巡回相談（岐阜市役所）
８月３日
　第３回幹事会

西濃支部
８月１０日
　巡回相談(関ケ原町役場)
８月１７日
　巡回相談(養老町役場)

中濃支部
８月１日
　巡回相談(美濃市福祉会館)
８月８日

　巡回相談(関市総合福祉会
館)
８月２２日
　巡回相談(美濃加茂市生涯
学習センター)
８月３１日
　第３回幹事会

東濃支部
８月２１日
　入会審査会

飛騨支部
８月１日
　第３回役員会

き動の
会協

支 部 だ よ り

免 許 番 号

免許年月日
商号又は名称 専任の宅建取引士 事 務 所 所 在 地電 話 番 号

ＦＡＸ番号
代　表　者

（政令使用人） 〒

入　会　者（会員名簿に貼付けしてご利用頂けます。）

会•員
•の•異•動

【岐阜中支部】

後 藤 直 之⑴　5286
 5. 8.17

㈱フィットスリー不動産 岩 田 茂 樹 岐阜市竜田町1-22-1
リアライズ竜田町1F

058-201-6440
058-201-6441

500-
8402

【岐阜南支部】

棚 橋 健 二⑴　5282
 5. 7.14

㈱ 棚 橋 建 設 神 谷 峰 子 各務原市鵜沼小伊木町2
-130

058-385-0757
058-213-0201

509-
0143
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免許番号

会員権承継

エンジニアリングホーム
創 建 設 計 ㈱ 今 西 和 仁 安 達 幸 子

岐阜中

支　部

事務所所在地 〒500-8084　岐阜市松屋町23

8

商　　　　　号 頁

旧：　⑴　5279
新：　⑴　5284

058-215-9127
058-215-9128

専任取引士
電 話 番 号
ＦＡＸ番号

代　表　者
（政令使用人）

【東濃支部】

早 川 賢 一⑹　3894
 4. 2.24

㈱ 早 川 不 動 産
多治見店

山 本 慎 也 多治見市宝町10-27-10572-21-2880
0572-21-2881

507-
0054

旧：
新：

支　部 商　　　　　号 変更事項 頁
変　　更　　内　　容

旧 新

所 在 地

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

専任取引士

政令使用人

専任取引士

政令使用人

政令使用人

専任取引士

専任取引士

専任取引士

専任取引士

専任取引士

代 表 者

岐阜中

岐阜南

岐阜南

岐阜北

西　濃

中　濃

中　濃

中　濃

東　濃

飛　騨

〒500-8382
岐阜市薮田東1-3-20

058-213-1777

058-213-1778

川口智衣

川口智衣

中村昌信

佐野裕海

佐野裕海

伊藤雪代

渡邉康仁

志田浩一

〒500-8384
岐阜市薮田南3-2-4

058-214-8444

058-214-8453

松久伸広

中村友章

中村友章

堀学

太田也磨斗

太田也磨斗

志津野弘明

岡庭友美

谷口壽夫

9

25

26

32

－

53

57

59

72

81

㈱ Ｈ Ｅ Ｓ Ｔ Ａ 大 倉
岐阜支店

大 丸 開 発 ㈱

㈱ 極 東
岐阜笠松店

タ マ ホ ー ム ㈱
瑞穂店

㈱ Ｔ Ｏ Ｙ Ｏ ハ ウ ジ ン グ
ＫＥＩＡＩイオンモール大垣不動産センター

Ｒ Ｅ Ａ Ｌ Ｅ Ｓ ㈱

㈱ ワ タ ケ ン ・ ホ ー ム

㈱ 早 川 不 動 産

㈱グッドライフエステート

飛 騨 農 業 協 同 組 合

変更事項（８月）

※　頁の欄は、「令和４・５年度会員名簿」の掲載ページです。「―」表示は、名簿作成後の入会者・支部移転者等です。

ニ ッ ポ ウ ㈲

㈲ ト キ ワ ハ ウ ス

㈲ 成 建

㈱ 早 川 不 動 産
西可児店

大 飛 開 発 ㈱

澤 田 　 順 子

広 江 　 正 明

長 谷 部 　 收

早 川 　 賢 一

都 竹 　 雅 之

岐阜中

岐阜南

中　濃

中　濃

飛　騨

岐阜市入舟町2-31

各務原市蘇原瑞雲町1-4-6

美濃加茂市本郷町6-3-24

可児市東帷子1023-6

下呂市萩原町羽根402-1

廃　　業

廃　　業

期間満了

廃　　止

破　　産

11

23

56

59

83

支　部 商　　　　　号 代　表　者 頁備考事務所所在地

退　会　者

(山　本　慎　也)

【岐阜北支部】

今 西 秀 樹⑴　5280
 5. 7.10

㈱ プ レ イ ス 今 西 友 里 岐阜市萱場東町7-20058-295-7355
058-295-7366

502-
0935

鷲 見 芳 男⑴　5285
 5. 8. 1

㈱ 鷲 見 建 設 鷲 見 芳 男 本巣市下福島49058-323-7880
058-324-7726

501-
0472
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安心・安全な不動産取引をサポートする
不動産の総合情報サイト

“ハトマークサイト岐阜”
https://www.gi fu-takken.or. jp

令和5年8月31日現在
所属会員　1,146名

発　行　所

岐阜市六条南二丁目５番３号（岐阜県不動産会館）
公益社団法人
公益社団法人

岐 阜 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会
全国宅地建物取引業保証協会岐阜本部

電話　058（275）1551　ＦＡＸ　058（274）8833

（発行人）
　　
（編集責任者）
会長・本部長　　山　本　武　久

情報提供委員長　　臼　井　博　幸

　ハトマークは、私達がこれから目指していくべき姿の象徴です。2羽の鳩は会
員とユーザーの信頼と繁栄を意味しています。
　また、使用されている色については、赤色は「太陽」を、緑色は「大地」を、
そして白色は「取引の公正」を表しています。
　マークの上にある“ＲＥＡＬ　ＰＡＲＴＮＥＲ” は、会員とユーザーが“ＲＥ
ＡＬ　ＰＡＲＴＮＥＲ” となり、「信頼の絆」が育まれるようにとの願いをシン
ボルマークに込めたものです。

不動産に関するご相談は、不動産無料相談所へ

岐阜中 支 部

岐 阜 南 支 部

岐 阜 北 支 部

西 濃 支 部

中 濃 支 部

東 濃 支 部

飛 騨 支 部

岐阜市金園町５－２６－５ 058-248-6691

羽島郡岐南町下印食３－４７ 058-274-8899

岐阜市福光東１－２５－１
　白木ビル２Ｆ
大垣市住吉町５－１１
　オノデン住吉ビル２Ｆ
美濃加茂市太田本町１－１－２０
　美濃加茂商工会館１Ｆ

土岐市泉北山町3－3

058-295-1982

0584-73-2300

0574-23-1800

0572-55-7218

高山市昭和町２－31－19 0577-36-1396

支 部 名 電 話 番 号所 　 在 　 地

　本会では、本部、各支部事務所に不動産無料相談所を設置し、不動産取引に関するご相談、ご質問
にお応えしています。

　来館による相談は事前に電話でご予約ください。
岐阜市六条南２－５－３　岐阜県不動産会館
058－275－1551
毎週月曜日～金曜日（祝日、本会の指定する日を除く。）
　午前 10：00～12：00　午後１：00～４：00
事前に電話でご予約ください。
　毎月第３木曜日　午後１：30～４：00（予約制）

　事前に電話でご予約ください。
毎週月曜日～金曜日（祝日、本会の指定する日を除く。）
　午前 10：30～12：00　午後１：00～３：30

【本部無料相談所】
所　在　地
電 話 番 号
実 施 日 時

弁護士相談

【支部無料相談所】
実 施 日 時


